
（別紙） 

同一建物減算関係法令等 

 
○指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成12年２月10日 厚生省告示第19号）（抄） 

 

訪問介護費 

注１２ 指定訪問介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問介護

事業所と同一の建物（以下この注において「同一敷地内建物等」という。）に居住する利用者（指定訪問介護事

業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に５０人以上居住する建物に居住する利用者を除く。）又

は指定訪問介護事業所における１月当たりの利用者が同一の建物に２０人以上居住する建物（同一敷地内建物等

を除く。）に居住する利用者に対して、指定訪問介護を行った場合は、１回につき所定単位数の１００分の９０

に相当する単位数を算定し、指定訪問介護事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に５０人以上

居住する建物に居住する利用者に対して、指定訪問介護を行った場合は、１回につき所定単位数の１００分の８

５に相当する単位数を算定する。ただし、別に厚生労働大臣が定める基準に該当する指定訪問介護事業所が、同

一敷地内建物等に居住する利用者（指定訪問介護事業所における１月当たりの利用者が同一敷地内建物等に５０

人以上居住する建物に居住する利用者を除く。）に対して、指定訪問介護を行った場合は、１回につき所定単位

数の１００分の８８に相当する単位数を算定する。 

 

○厚生労働大臣が定める基準(平成27年3月23日 厚生労働省告示第95号)（抄） 

 

 三の二 訪問介護費における指定訪問介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物又は指定訪問介護

事業所と同一の建物（以下この号において「同一敷地内建物等」という。）に居住する利用者に対して指定訪問

介護を行う指定訪問介護事業所の基準 

正当な理由なく、指定訪問介護事業所において、算定日が属する月の前六月間に提供した指定訪問介護の提供

総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が百分の九十以上であること。 

 

○指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与

に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について

（平成12年３月１日老企第36号厚生省老人保健福祉局企画課長通知）（抄） 

 

第２の２ 訪問介護費に関する事項 

16 指定訪問介護事業所と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問介護事業所と同一の建

物（以下「同一敷地内建物等」という。）等に居住する利用者に対する取扱い 

① 同一敷地内建物等の定義 

注12における「同一敷地内建物等」とは、当該指定訪問介護事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物及

び同一敷地内並びに隣接する敷地（当該指定訪問介護事業所と建築物が道路等を挟んで設置している場合を含

む。）にある建築物のうち効率的なサービス提供が可能なものを指すものである。具体的には、一体的な建築

物として、当該建物の１階部分に指定訪問介護事業所がある場合や当該建物と渡り廊下でつながっている場合

など、同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物として、同一敷地内にある別棟の建築物や幅員の狭い道路

を挟んで隣接する場合などが該当するものであること。 

② 同一の建物に20人以上居住する建物（同一敷地内建物等を除く。）の定義 

イ 「当該指定訪問介護事業所における利用者が同一建物に20人以上居住する建物」とは、①に該当するも

の以外の建築物を指すものであり、当該建築物に当該指定訪問介護事業所の利用者が20人以上居住する場合に

該当し、同一敷地内にある別棟の建物や道路を挟んで隣接する建物の利用者数を合算するものではない。 

ロ この場合の利用者数は、１月間（暦月）の利用者数の平均を用いる。この場合、１月間の利用者の数の

平均は、当該月における１日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を、当該月の日数で除して得た値と

する。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り捨てるものとする。また、当該指定訪問介護

事業所が、指定相当第１号訪問事業（介護保険法施行規則第140条の63の６第１項第１号に定める基準に従い行

う事業に限る。以下同じ。）と一体的な運営をしている場合、第１号訪問事業の利用者を含めて計算すること。 

③ 当該減算は、指定訪問介護事業所と建築物の位置関係により、効率的なサービス提供が可能であることを

適切に評価する趣旨であることに鑑み、本減算の適用については、位置関係のみをもって判断することがない



よう留意すること。具体的には、次のような場合を一例として、サービス提供の効率化につながらない場合に

は、減算を適用すべきではないこと。 

（同一敷地内建物等に該当しないものの例） 

・ 同一敷地であっても、広大な敷地に複数の建物が点在する場合 

・ 隣接する敷地であっても、道路や河川などに敷地が隔てられており、横断するために迂回しなければなら

ない場合 

④ ①及び②のいずれの場合においても、同一の建物については、当該建築物の管理、運営法人が当該指定訪

問介護事業所の指定訪問介護事業者と異なる場合であっても該当するものであること。 

⑤ 同一敷地内建物等に50人以上居住する建物の定義 

イ 同一敷地内建物等のうち、当該同一敷地内建物等における当該指定訪問介護事業所の利用者が50人以上

居住する建物の利用者全員に適用されるものである。 

ロ この場合の利用者数は、１月間（暦月）の利用者数の平均を用いる。この場合、１月間の利用者の数の

平均は、当該月における１日ごとの該当する建物に居住する利用者の合計を、当該月の日数で除して得た値と

する。この平均利用者数の算定に当たっては、小数点以下を切り捨てるものとする。 

⑥ 指定訪問介護の提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者（指定訪問介護事業所における１月

当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。以下同じ。）に提供さ

れたものの占める割合が100分の90以上である場合について 

イ 判定期間と減算適用期間 

指定訪問介護事業所は、毎年度２回、次の判定期間における当該事業所における指定訪問介護の提供総数の

うち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合は、次に

掲げるところに従い、当該事業所が実施する減算適用期間の同一敷地内建物等に居住する利用者に提供される

指定訪問介護のすべてについて減算を適用する。 

ａ 判定期間が前期（３月１日から８月31日）の場合は、減算適用期間を10月１日から３月31日までとする。 

ｂ 判定期間が後期（９月１日から２月末日）の場合は、減算適用期間を４月１日から９月30日までとする。 

なお、令和６年度については、ａの判定期間を４月１日から９月30日、減算適用期間を11月１日から３月31

日までとし、ｂの判定期間を10月１日から２月末日、減算適用期間を令和７年度の４月１日から９月30日まで

とする。 

ロ 判定方法 

事業所ごとに、当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者のうち、同一敷地内建物等に

居住する利用者の占める割合を計算し、90％以上である場合に減算する。 

（具体的な計算式）事業所ごとに、次の計算式により計算し、90％以上である場合に減算 

（当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者のうち同一敷地内建物等に居住する利用者数

（利用実人員））÷（当該事業所における判定期間に指定訪問介護を提供した利用者数（利用実人員）） 

ハ 算定手続 

判定期間が前期の場合については９月15日までに、判定期間が後期の場合については３月15日までに、同

一敷地内建物等に居住する者へサービス提供を行う指定訪問介護事業所は、次に掲げる事項を記載した書類

を作成し、算定の結果90％以上である場合については当該書類を都道府県知事に提出することとする。なお、

90％以上でなかった場合についても、当該書類は、各事業所において２年間保存する必要がある。 

ａ 判定期間における指定訪問介護を提供した利用者の総数（利用実人員） 

ｂ 同一敷地内建物等に居住する利用者数（利用実人員） 

ｃ ロの算定方法で計算した割合 

ｄ ロの算定方法で計算した割合が90％以上である場合であって正当な理由がある場合においては、その正

当な理由 

ニ 正当な理由の範囲 

ハで判定した割合が90％以上である場合には、90％以上に至ったことについて正当な理由がある場合におい

ては、当該理由を都道府県知事に提出すること。なお、都道府県知事が当該理由を不適当と判断した場合は減

算を適用するものとして取り扱う。正当な理由として考えられる理由を例示すれば次のようなものであるが、

実際の判断に当たっては、地域的な事情等も含め諸般の事情を総合的に勘案し正当な理由に該当するかどうか

を都道府県知事において適正に判断されたい。 

ａ 特別地域訪問介護加算を受けている事業所である場合。 

ｂ 判定期間の１月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合 

ｃ その他正当な理由と都道府県知事が認めた場合 


